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第２章 高齢者福祉 
 

第１節 生きがい対策の推進及び社会参加の促進 

 

１ 老人クラブ （高齢者支援課） 

おおむね６０歳以上の方々によって組織された団体で、レクリエーションなどの交流活動を通

じて会員相互の親睦、教養の向上、健康の増進に取り組んでいます。 

老人クラブ数内訳及び加入率等   （令和６年４月１日現在） 

ク ラ ブ 数 会 員 数（人） 

30人未満 
30人以上 

50人未満 

50人以上 

101人未満 

 

合 計 

会員数 

合 計 

１クラブ 

平均 

会 員 数 

市民全体の

（60歳以上）

加 入 率 

(％) 

23 23 8 54 1,898 35.1 4.0 

 

年 度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

クラブ数 59 54 54 

会 員（人） 2,173 1,994 1,898 

補助額（円） 6,812,900 7,101,385 7,215,933 

 

２ 敬老事業 （高齢者支援課） 

市内に居住する次の方々に敬老祝金を贈呈しています。 

対象者 
１人当たり支給金額 

(円) 

支給者数（人） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

100歳 50,000 44 38 47 

88歳 10,000 841 953 989 

 

市内最高年齢（歳） 
男 105 106 107 

女 110 111 106 
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３ 敬老バス「さつき号」 （高齢者支援課） 

「さつき号」は、高齢者の親睦、教養の向上、健康の増進のための活動及びレクリエーション

等に利用されています。 

   区分 

 

年度 

高齢者団体 福祉団体 

日帰り １泊 日帰り １泊 

回数 利用者 回数 利用者 回数 利用者 回数 利用者 

令和４年度 71 1,462 0 0 26 427 0 0 

令和５年度 76 2,143 1 37 42 970 0 0 

令和６年度 79 2,282 4 112 47 1,243 1 24 

 

４ 高齢者福祉センター森の倶楽部の事業 （高齢者支援課） 

健康で明るい生活を送ることができるよう、生きがいと教養を深めるための各種講座を開講す

るとともに、健康の維持や増進を図る健康相談及び娯楽や趣味活動等の利用に供しています。 

 事業内容 

  １ 教養講座の開催（陶芸、家庭菜園、盆栽、水墨画、手編み、民謡、切り絵、水彩画） 

  ２ 看護師による健康相談（毎週月・水・金曜日の午前１０時から午後２時４５分まで） 

  ３ 高齢者団体等の施設の利用 

  ４ 公衆浴場の利用（午前１０時から午後３時まで） 

  ５ 囲碁、将棋等のレクリエーション活動 

  ６ 高齢者趣味の家（北部・東部・南部）の設置管理 

 

５ ひとり暮らし高齢者の招待事業 （高齢者支援課） 

７０歳以上のひとり暮らしの方を高齢者福祉センター森の倶楽部に招き、演芸の観賞会や教養

講座を行っています。 

 

６ 高齢者等市内移動支援バス事業 （高齢者支援課） 

事業者等（病院）の協力により業務サービスの一環として運行している送迎バスを活用させて

いただき、高齢者がバスの空席を無料で乗車できる制度です。 

本事業の実施により高齢者の社会参加の促進を促すとともに自家用車の利用を抑制し、地球環

境負荷の軽減を図ります。新型コロナウイルスの影響により利用を中止していましたが、令和５

年５月から利用を再開しました。 

利用・登録の状況 

区   分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

協力団体数（法人） 5 5 5 

新規利用登録者数（人） 21 251 127 

利用件数 0 1,487 2,579 
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７ シルバーコミュニティ銭湯事業 （高齢者支援課） 

市内に住む７０歳以上の方が無料で毎月１２、２２日に指定公衆浴場（１か所）で入浴できま

す。住民同士のふれあい、地域コミュニティ活性化、健康増進を目的として実施しています。 

利用の状況 

区 分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

延利用者数 2,013 1,835 1,761 

 

８ 流山市高齢者ふれあいの家支援事業 （高齢者支援課） 

家に閉じこもりがちな地域のおおむね６５歳以上の高齢者を対象に、民家（空き家）等を借り

上げ、誰でも、いつでも、自由に、ふれあい、情報交換や高齢者と子ども等との世代間交流等が

できる地域の交流の場として市内に３１か所開設されています。 

実施・利用の状況 

施設名称 
  年度 

区分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

茶話やか広間（H15.5開設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用延人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,191 2,672 2,516 

気晴らし喫茶室（H15.9開設） 3,452 3,353 3,456 

なづの会（H22.6開設） 8,221 5,388 2,101 

野馬土手（H23.6開設） 9,896 9,234 9,431 

花みずき（H24.6開設） 2,341 3,042 3,281 

コロ―会（H24.7開設） 5,874 6,306 6,236 

豊台悠々サロン（H24.10開設） 2,081 2,507 2,468 

かえるクラブ（H25.4開設） 3,994 4,971 4,775 

月見台（H25.6開設） 2,160 2,256 2,420 

いそいそ（H26.2開設） 1,878 1,947 1,756 

えがお (H26.7開設） 5,010 5,139 5,902 

つどい (H26.9開設） 1,494 1,545 1,511 

いきいきクラブ (H27.5開設） 1,536 1,716 1,616 

きた (H27.6開設） 2,869 3,247 2,684 

ぴーすふる (H28.10開設) 21 168 186 

ふたば (H28.12開設) 574 1,108 1,038 

おおたかの森 (H29.2開設) 1,211 1,535 1,407 

ふれあい倶楽部（H29.6開設） 1,469 1,419 1,502 

machimin（H30.7開設） 1,014 1,155 589 

パルス会（R1.6開設） 330 1,687 1,934 

さくら（R6.3閉鎖） 2,080 2,449  

みんなのおうち（R3.2開設） 650 635 717 
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オリーブ（R6.10休止）  

 

 

利用延人数 

1,191 1,177 650 

ふれあい会（R3.8開設） 1,073 1,067 1,203 

和茶々（R3.8開設） 1,336 1,560 2,444 

加台ふれあいの家（R5.2開設） 125 1,441 1,941 

団らん（R5.3開設） 22 411 357 

100球の会（R5.4開設）  660 600 

尼谷の会（R5.4開設）  392 315 

かがやき（R5.4開設）  209 291 

わかば（R5.10開設）  1,426 3,187 

ふれあい健康クラブ（R6.7開設）   33 

美田（R6.7開設）   3,887 

 64,093 71,822 72,434 

 

９ 福祉保養所の利用助成  （障害者支援課） 

  市内に居住する６０歳以上の方又は心身障害者等の３０人以上の団体が市指定の福祉保養所を

利用できます。また、利用者のうち要介護等認定者、障害者及びその介護者については、その経

費の一部を助成します。  

 助成額 １人 １，５００円（１年度につき１回） 

福祉保養所の利用状況 

区   分 令和４年度  令和５年度  令和６年度  

利用団体数（団体） 1 0 0 

利 用 者 数（人） 13 0 0 

助 成 者 数（人） 13 0 0 

 

１０ 救急情報セット活用支援事業 (福祉政策課) 

  市内に住む６５歳以上の高齢者のみの世帯及び身体障害者手帳取得者を対象に、かかりつけの

医療機関及び緊急連絡先等を記載するための救急情報カード及びカードを冷蔵庫内に保管する

ための容器を配布し、迅速な救急医療活動に役立てています。 

配布の状況 

区 分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

配布者数 275 306 508 
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第２節 社会的自立の推進 

 

１ シルバー人材センター （高齢者支援課） 

シルバー人材センターは、定年退職者などによる高齢者の会員が経験と能力を生かし、「共に

働き」「共に助け合う」ことにより、生きがいを持つとともに、活力ある地域づくりに寄与する

ことを目的としています。 

（１）作業分野 

 

（２）会員の現状・年齢構成                    （令和６年度） 

区 分 
60歳～ 

64歳 

65歳～ 

69歳 

70歳～ 

74歳 

75歳～ 

79歳 

80歳 

以上 
合 計 

男(人) 8 59 136 179 132 514 

女(人) 9 28 73 53 31 194 

合計(人) 17 87 209 232 163 708 

 

区 分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受託件数 5,256 5,441 5,121 

就業延人員 78,371 77,780 74,750 

配分金(円) 296,300,582 306,292,245 305,723,955 

材料費(円) 18,766,643 17,267,038 17,554,282 

事務費(円) 27,756,646 33,619,460 35,685,213 

合 計(円) 342,823,871 357,178,743 358,963,450 

 

 

 

 

 

 

技能を必要とする分野 
ふすま張り、畳替え、簡単な大工仕事、植木手入れ、障子・網戸の

張替え 

事務分野 一般事務、あて名書き、毛筆筆耕、受付事務 

管理分野 
福祉会館管理、放置自転車対策、マンション管理、屋外スポーツ施

設の管理 

軽作業分野 建物屋内外清掃、公園清掃、除草、植木散水、カート整理等 

サービス分野 家事援助サービス 

技術分野 自動車運転、パソコン操作、各種講座の開催 
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第３節 保健医療福祉サービス体制の充実 

 

１ 高齢者外出支援サービス （高齢者支援課） 

おおむね６５歳以上のひとり暮らし、高齢者のみ又はそれに準じる世帯の方で、一般の交通機

関を利用することが困難な方に対し、ＮＰＯ法人等の一般車両を利用して自宅から利用施設まで

の移動及び乗降時の介助（手を添える程度）を行います。 

〔利用料金〕  片道１回 ３００円 （３０分以内で移動できる病院・介護保険施設等） 

区  分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

月平均利用者数(人) 164 117 119 

利用延回数 (回 ) 4,098 3,877 4,087 

 

２ 高齢者訪問理美容サービス （高齢者支援課） 

おおむね６５歳以上のひとり暮らし、高齢者のみ又はそれに準じる世帯の方で、一般の利用又

は美容サービスを利用することが困難な方に対し、訪問による利用サービスを提供します。 

  訪問にかかる費用は無料ですが、技術料は利用者負担となります。 

区  分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用登録者数(人) 37 32 44 

利用延回数(回) 66 43 75 

 

３ 日常生活用具給付事業 （高齢者支援課） 

おおむね６５歳以上のひとり暮らしの方に対し貸与します。ただし、所得税額に応じた費用負

担があります。 

区分 種 目 対 象 者 
実 績（件）（新規） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

貸与 老人福祉電話 低所得のひとり暮らし高齢者 1 1 1 

 ※給付（種目：電磁調理器、火災警報器、自動消火器）については、平成２５年度廃止 

 

４ 布団乾燥事業 （高齢者支援課） 

おおむね６５歳以上のひとり暮らしの方又は高齢者のみの世帯の方で、布団を乾かすことが困

難な場合に月２回まで消毒乾燥のサービスを無料で提供しています。 

 

区  分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用延人数(人) 403 388 397 

実施回数(回) 786 757 773 
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５ 養護老人ホームへの入所 （高齢者支援課） 

６５歳以上の方で、環境上の理由と経済的な理由により、在宅において生活することが困難な

場合には、養護老人ホームへ入所することができます。 

区  分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

入所人員(人) 2 2 4 

 

６ 介護保険制度モニター （介護支援課） 

介護サービス利用者又はその介護人等を公募により広くモニターとして委嘱し、サービスに関

する現場の情報や意見をモニター通信で報告を受け、サービスの質の向上を図っています。 

  令和７年３月３１日現在 ６人 

 

７ 介護サービス相談員 （介護支援課） 

  介護サービス相談員が介護保険施設等を定期的に訪問し、利用者と事業者の橋渡し役として相

談活動を行っています。利用者の疑問や不満、不安を解消し、苦情に至る事態を未然に防止し、

利用者本位のサービス提供のため、サービスの質の向上を図ることを目的としています。令和４

年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、訪問は中止していましたが、令和５年１０月

から介護保険施設等への訪問を再開しました。 

  令和７年３月３１日現在 相談員数 ５人 訪問施設等 ９施設 

 

８ シルバーサービス事業者連絡会 （介護支援課） 

流山市で事業を行うシルバーサービス事業者間の連携、相互補完を図り、介護サービスの安定

的な供給体制づくり、情報の共有及びサービスの質の向上等を図るため連絡会を設置しています。 

  令和７年３月３１日現在 加入事業者数 ５１法人 

 

９ 介護支援専門員育成支援 （介護支援課） 

介護支援専門員の育成、質の向上を目的に、流山市介護支援専門員連絡会に委託し、研修会を

開催しています。 
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１０ 介護職員等処遇改善事業 （介護支援課） 

介護職員の就労・定着につなげ、質が高く安定した介護保険サービスを市民に提供するため、

市内の介護保険サービス事業所で月１２８時間以上勤務する介護福祉士又は介護支援専門員の

資格を有する介護職員等に対し、月額９，０００円（年額最大１０８，０００円）の助成を実施

しています。 

区  分 令和４年度（※） 令和５年度 令和６年度 

申請法人数（事業所数） 41法人（80事業所） 45法人（86事業所） 62法人（137事業所） 

助成対象人数 694人 756人 1,116人 

処遇改善額 62,658,000円 68,715,000円 103,347,000円 

（※令和 4年度は介護福祉士が対象） 

 

１１ 高齢者等住宅改造費の助成 （高齢者支援課・障害者支援課） 

６５歳以上の介護を要する高齢者及び重度身体障害者のために住宅を一部改造する必要がある

場合、その改造費の一部を助成します。 

  助成額   経費の２分の１に相当する額（限度額 ３００，０００円） 

区   分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

件    数(件) 58 70 86 

助 成 額(円) 5,792,000 7,066,000 7,764,000 

 

１２ 緊急通報装置設置事業 （高齢者支援課） 

【消防署対応方式】 

６５歳以上のひとり暮らしの方及びひとり暮らしの重度身体障害者等の緊急時に、迅速かつ適

切な対応がとれるように、緊急通報装置を給付します。ただし、利用者の所得税額に応じて費用

負担があります。 

令和７年３月末までの設置台数 ５９７台（うち稼動台数 １１８台） 

区   分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

設置台数(台) 15 14 9 

 

１３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業 （高齢者支援課・健康増進課） 

  国民健康保険事業や後期高齢者医療制度事業、介護保険の地域支援事業との一体的な実施を着

実に実施し、高齢者のフレイル（虚弱）進行予防と在宅で自立した生活が継続して送れるよう、

専門職（保健師・管理栄養士・歯科衛生士・作業療法士）による「通いの場への積極的な関与（ポ

ピュレーションアプローチ）」と「訪問等による個別的支援（ハイリスクアプローチ）」を実施し

ています。 
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（１） 通いの場への積極的な関与（ポピュレーションアプローチ） 

区   分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施延回数(回) 198 318 307 

参加者延人数(人) 3,211 5,487 4,732 

 

（２） 訪問等による個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

  【低栄養防止】 

区   分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施人数(人) 16 12 6 

実施延回数(回) 61 55 28 

  【口腔機能低下防止】 

区   分 令和６年度 

実施人数(人) 13 

実施延回数(回) 35 

 

【糖尿病性腎症重症化予防】 

区   分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

プログラム利用・保健指導実施者（人） 30 44 47 

受診勧奨実施者(人) 41 46 50 


